




組織力を高めて認定NPO法人になりましょう。

　２０１１年６月、改正 NPO 法と新しい寄付税制に関する法律案が国会で可決・
成立しました。これにより、NPO法人制度はより使いやすく、信頼性が高いものへ
バージョンアップすると同時に、税制優遇を受けられる「認定NPO法人」がとても
身近になりました。

こうした法改正を受け、東京都では、より多くのNPO法人の方々に、新しい認定
NPO法人制度を活用していただくべく、「認定NPO法人取得等支援事業」を進めて
います。本書は、その事業の一環である「NPO法人組織力アップ研修」のテキストと
して作成されました。「NPO法人の理事・監事・事務局長」向けに編集されています。

本書は、研修と対応する形で、５章構成となっており、NPO法人の基礎から、理事・
監事・事務局長の役割、会計、税務、ファンドレイジングについて、皆さんに学んで
いただきたい要点をまとめてあります。各章の最後には、チェックリストも掲載されて
いる他、付録として、「NPO法人の年間運営スケジュール」も付いていますので、日々
の組織運営のハンドブックとしてもご活用いただけると思います。
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NPO法人制度は１９９８年から始まりました。
　NPO 法人（特定非営利活動法人）制度は、１９９８年からスタートした仕組みです。
この制度で、市民活動団体やボランティア団体が、簡単な手続きで法人格を得ること
が可能になりました。NPO 法人は「市民が行う自由な社会貢献活動の促進」を目的
とした法人格です。所轄庁の監督は緩やかな反面、より広い情報公開が義務付けら
れています。

　１９９８年以降、NPO法人の数は増え続けており、２０１２年５月現在で、４万５千
法人を超えています。NPO 法人は様々な分野で、社会課題の解決に向けて奮闘して
います。

政府も「新しい公共」の担い手として
積極的に育成を図っています。

　社会課題の解決に取り組む NPO 法人を支援するため、政府や自治体は積極的な
支援を行っています。最近では「新しい公共　　」の担い手としても注目され、様々な
研修・セミナーの開催や各種助成・融資、委託事業や指定管理者への選定、広報支援
など幅広い支援策が行われています。

全国で約４万５０００超のＮＰＯ法人が活躍しています。

ＮＰＯ法の制定から14年。身近な地域に密着した活動から、グローバルな国際社会
での貢献まで、各地でＮＰＯ法人は大活躍しています。様々な面で、ＮＰＯ法人に
対する社会の期待は高まっています。こうした社会の後押しを受けて、２０１１年に
ＮＰＯ法・税制の抜本改正が実現しました。

企業や行政との協働・協力も進んでいます。
　最近では、企業や行政との協働・協力も進んでいます。例えば、企業の社員が
NPO法人で能力を活かしたボランティア「プロボノ  　」を行ったり、売上の一部が
NPO法人に寄付される商品やサービスを販売したり、自社の商品やサービスを無償・
廉価で NPO 法人に提供するなどの事例があります。行政との事例では、NPO法人
が提案した協働事業を行ったり、公共施設を指定管理者のNPO法人が運営するなど
の取り組みが行われています。

　「ソーシャルビジネス 　 」や「コミュニティビジネス」と言われる分野でもNPO法人
は注目を集めています。ソーシャルビジネスに取り組む主体の約半数はNPO法人です。
また、NPO 法人は多くの雇用も生みだしており、若者の間でも就職先として選択
肢の一つになりつつあります。

NPO法人制度始まって以来の
抜本改正が行われました。

　こうしたNPO法人の活躍や期待の高まりを受けて、２０１２年４月から施行された
改正 NPO法（特定非営利活動促進法）により、初めての抜本改正が行われました。
この改正により、NPO法人がより活動しやすい環境に大きく前進しました。

「ソーシャルビジネス」や雇用の場としても
注目されています。

NPO法人への
期待が高まっています。

（※2）

（※3）

（※2） プロボノとは、自分のスキルや能力を活かしたボランティアのことです。最近、日本でも、士業を
　　 はじめ、クリエイティブ系から総務関係まで、徐々に普及し始めています。

（※3） ソーシャルビジネスとは、社会課題の解決を目指した事業のことです。法人格の有無や営利か
　　 非営利かは問いません。

（※1） 新しい公共とは、行政（官）だけでなく、市民、NPO、企業等がともに支えあう仕組みや体制の
　　  ことです。

（※1）

序　章



ＮＰＯ法人の発展と共に、責任も大きくなっています。
　NPO法人の活動が発展していくと、会員や支援者、職員、受益者などのステーク
ホルダー（利害関係者）も増えていきます。NPO法人の活動が社会的になくてはなら
ないものになっていくわけですから、当然のことながら、その責任も大きくなっていきます。

　残念なことに、NPO 法人の中には、不正な行為や法令違反を行う法人も存在します。
補助金や助成金を不正に申請・流用したり、利用者からお金を騙し取ったり、安全
管理がおろそかで死傷事故を招いてしまうなど、NPO法人が加害者となる事例も
少なくありません。NPO法上の義務である事業報告書を期限内に提出しない法人が
3 割近く存在する所轄庁もあるそうです。

解散法人・休眠法人も増えてきています。
　NPO法人の中には、解散する法人や、実質的に活動が停止して休眠する法人も
増えてきています。解散法人の中には、法人のミッション（使命）を達成して、めでたく
解散する法人もありますが、活動資金不足や組織マネジメント失敗により、活動を
続けられなくなった不幸な解散が多いと思われます。また、休眠法人の中には、解散
する体力すら失って、なすすべがない法人も存在します。
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ＮＰＯ法人が問題を起こす事例もあります。

ＮＰＯ法人が社会貢献活動の担い手として、なくてはならない存在になっていくのに
比例して、私たちが果たさなければならない責任も大きくなってきています。制度改正
をフル活用し、活動をより一層発展させていくためには、「組織力アップ」が不可欠です。

NPO法人としての義務・社会的責任を
果たす必要があります。

　こうした期待と責任に、私たち NPO 法人は、正面から向き合っていかねばなりま
せん。法人の使命を達成し、よりよい社会を創っていくためには、日々の活動を充実
させると共に、NPO 法人としての義務や社会的責任を果たしていく必要があります。
こうした手続きや書類作成は、一見面倒なものに捉えがちですが、怠った結果は
最終的に自分たちへ跳ね返り、支援者や受益者に多大な迷惑がかかるものです。

　NPO法人の良いところは、様々な関係性をつくり、多くの人々に参加の機会がある
ことです。本テキストの主な対象である「理事・監事・事務局長」は、NPO法人の〈柱〉
となる人材であることに間違いありませんが、NPO法人を構成するのは、職員や会員、
ボランティア、協働パートナー、事業参加者、サービス受益者など、実に様々な関係
の人々です。
今回の画期的な法・税制改正をフル活用し、より一層活動を発展させていくためには、
個々の担当者が孤軍奮闘するだけではダメです。NPO法人に関わる様々な人々を、
組織として上手にデザインし、一体となって成果を出していく組織力アップが必要と
なります。ぜひ、一緒に組織力アップに取り組みましょう！

NPO法人の組織力アップに取り組みましょう！

NPO法人の
責任も高まっています。
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図　 解散するNPO法人の増加




